
 
 

コロナ禍における保育施設の利用について 
       
【体調不良の場合】 
１、園児が発熱、咳、味覚や嗅覚の異常などの体調不良がある場合は、登園を控えて

ください。 
 
【陽性または濃厚接触者に特定された場合】 
１、園児が濃厚接触者に特定された場合は、速やかに保育園へ連絡してください。感

染者と最後に濃厚接触した日から起算して１０日程度はお預かりできません

(PCR 検査で陰性だった場合も同様です)。 
 
２、園児の同居家族が濃厚接触者に特定された場合、医師の診断により PCR 検査を

受けることとなった場合については、園児が濃厚接触者に特定されなければ登園

可能とします。ただし、濃厚接触者に特定された、もしくは PCR 検査を受けた

同居家族の方の園児の送迎は、指定された自宅待機期間中はご遠慮ください。 
 
３、園児の同居家族の感染が確認された場合は、速やかに保育園へ連絡し、登園しな

いようお願いいたします。その後、保健所等の判断により園児が濃厚接触者に特

定されなかった場合は、園児の体調の変化に十分注意した上で登園可能とします。 
 
【臨時休園について】 
１、園児、職員が新型コロナウイルス感染症の陽性反応が検出された場合においては、

濃厚接触者の特定や、保健所の指導に基づく園内の消毒を行うため、１週間程度

臨時休園させていただく場合があります。なお、感染状況等により特定のクラス

のみ休園となる場合もございます。 
 
２、保護者の皆さまにおきましては、臨時休園になる可能性があることを予め職場等

にご相談していただきますようよろしくお願いいたします。なお、医療従事者の

お子様に関しては別途対応を検討いたしますので、下記担当までご相談ください。 
 
３、休園情報等につきましては、町や各保育園のホームページ等に随時掲載いたしま

すのでそちらをご確認ください。 
  
その他、ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。 
 

問い合わせ 
福祉保健課 子育て推進係 太田、酒井 
電話 ８５－２６１１ 
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